
 

平 成 28年 ９ 月 ９ 日                       

内閣府男女共同参画局 

 
 

女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画の策定状況 

及び女性活躍推進法「見える化」サイトの開設について 

 

■女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画策定状況について 

 本年８月末までに、全ての国の機関、都道府県（知事部局）、市町村（市町村長部局）に

おける特定事業主行動計画が策定され、同計画策定率は100％になりました。 

 

区分別 策定団体数 

国（立法・行政・司法各機関） 49（100％） 

都道府県（知事部局） 47（100％） 

市町村（市町村長部局） 1,741（100％） 

 

 

■女性活躍推進法「見える化」サイトの開設について 

内閣府男女共同参画局は、本日９月９日(金)、男女共同参画局ウェブサイト内に新たに

「女性活躍推進法「見える化」サイト」を開設しました。 
 

http://www.gender.go.jp/policy/suishin_law/index.html 
 

本サイトは、本年４月１日に完全施行された「女性活躍推進法」に基づく国・地方公共

団体の女性活躍に関する状況や計画等について一覧化した「見える化」サイトです。 

学生や求職中の方の職業選択に役立つとともに、各団体の働きやすさ、人材の活躍状況

など、女性だけでなく男性や住民の方々、人事担当者にも有益な情報を掲載しています。 

 

【主な掲載内容】 

○「女性の職業選択に資する情報」一覧（法第17条関係） 

⇒特定事業主（約1,900の国・地方公共団体）の女性職員の活躍に関する現状（管理職の

女性割合や超過勤務の状況等）を一覧化 

○「特定事業主行動計画」（法第15条関係） 

⇒特定事業主が策定した女性職員の活躍に関する行動計画 

○「都道府県・市町村推進計画」（法第６条関係） 

⇒都道府県・市町村が策定した地域の女性活躍に関する施策についての推進計画 等 

 

永田クラブ・経済研究会に貼り出し 



 

 「女性の職業選択に資する情報」に関する本サイトの掲載状況（開設時）は、以下のと

おりです。 

 

区分別 掲載団体数 

国（立法・行政・司法各機関）  49（100％） 

都道府県（知事部局）※  47（100％） 

市町村（市町村長部局） 1,686（96.8％） 

※ 都道府県警察・都道府県教育委員会も全団体掲載（100％） 

 

 

【添付資料】 

 別添 女性活躍推進法「見える化」サイト 概要 

 

本件問合せ先： 

内閣府男女共同参画局推進課 課長 大隈 

                   山﨑、太田 

           電話：03-6257-1181（直通） 


